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防火区画(令第112条第１項( )書の解釈)

●床面積Ａ㎡以内ごとに防火区画することが義務づけられた場合

( )書の読み取り方

自動式のスプリンクラー設備を設置すると

床面積の１/２を控除し、

残りの部分がＡ㎡以内で

あればよい。
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